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特
定
家
庭
用
機
器
一
般
廃
棄
物
及
び
特
定
家
庭
用
機
器
産
業
廃
棄
物
の
再
生
又
は
処
分
の
方
法
と
し
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
（
平
成
十
一

年
告
示
第
百
四
十
八
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
件

新
旧
対
照
条
文

○

特
定
家
庭
用
機
器
一
般
廃
棄
物
及
び
特
定
家
庭
用
機
器
産
業
廃
棄
物
の
再
生
又
は
処
分
の
方
法
と
し
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
（
平
成

十
一
年
告
示
第
百
四
十
八
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十

六
年
政
令
第
三
百
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
二
号

六
年
政
令
第
三
百
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
二
号

ヘ
の
規
定
に
よ
る
特
定
家
庭
用
機
器
一
般
廃
棄
物
の
再
生
又
は
処

ホ
の
規
定
に
よ
る
特
定
家
庭
用
機
器
一
般
廃
棄
物
の
再
生
又
は
処

分
の
方
法
及
び
令
第
六
条
第
一
項
第
二
号
ハ
に
お
い
て
そ
の
例
に

分
の
方
法
及
び
令
第
六
条
第
一
項
第
二
号
ハ
に
お
い
て
そ
の
例
に

よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
令
第
三
条
第
二
号
ヘ
の
規
定
に
よ
る
特
定
家

よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
令
第
三
条
第
二
号
ホ
の
規
定
に
よ
る
特
定
家

庭
用
機
器
産
業
廃
棄
物
の
再
生
又
は
処
分
の
方
法
と
し
て
環
境
大

庭
用
機
器
産
業
廃
棄
物
の
再
生
又
は
処
分
の
方
法
と
し
て
環
境
大

臣
が
定
め
る
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

臣
が
定
め
る
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

特
定
家
庭
用
機
器
一
般
廃
棄
物
又
は
特
定
家
庭
用
機
器
産
業

一

特
定
家
庭
用
機
器
一
般
廃
棄
物
又
は
特
定
家
庭
用
機
器
産
業

廃
棄
物
（
特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
（
平
成
十
年
法
律
第

廃
棄
物
（
特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
（
平
成
十
年
法
律
第

九
十
七
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
家
庭
用
機
器
が

九
十
七
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
家
庭
用
機
器
が

一
般
廃
棄
物
又
は
産
業
廃
棄
物
と
な
っ
た
も
の
を
い
う
。
以

一
般
廃
棄
物
又
は
産
業
廃
棄
物
と
な
っ
た
も
の
を
い
う
。
以
下

下
同
じ
。
）
に
含
ま
れ
る
鉄
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
、
銅
又
は
プ
ラ

同
じ
。
）
に
含
ま
れ
る
鉄
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
及
び
銅
（
以
下
「

ス
チ
ッ
ク
（
燃
料
以
外
の
製
品
の
原
材
料
と
し
て
利
用
す
る
こ

鉄
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
廃
棄
物
か
ら
鉄
、
ア
ル

と
が
容
易
な
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
当
該

ミ
ニ
ウ
ム
若
し
く
は
銅
を
使
用
す
る
部
品
を
分
離
し
鉄
等
を
回

廃
棄
物
か
ら
鉄
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
、
銅
若
し
く
は
プ
ラ
ス
チ
ッ

収
す
る
方
法
又
は
当
該
方
法
に
よ
り
得
ら
れ
る
量
と
同
程
度
以

ク
（
以
下
「
鉄
等
」
と
い
う
。
）
を
使
用
す
る
部
品
を
分
離
し

上
の
量
の
鉄
等
を
回
収
す
る
方
法

鉄
等
を
回
収
す
る
方
法
又
は
当
該
方
法
に
よ
り
得
ら
れ
る
量
と

同
程
度
以
上
の
量
の
鉄
等
を
回
収
す
る
方
法
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二

廃
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
信
機
（
特
定
家
庭
用
機
器
一
般
廃
棄
物

二

廃
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
信
機
（
特
定
家
庭
用
機
器
一
般
廃
棄
物

又
は
特
定
家
庭
用
機
器
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
次

又
は
特
定
家
庭
用
機
器
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
次

号
、
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
ブ
ラ
ウ
ン
管
式
の
も

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
ブ
ラ
ウ
ン
管
に
含
ま
れ
る
ガ
ラ
ス
に

の
に
あ
っ
て
は
、
ブ
ラ
ウ
ン
管
に
含
ま
れ
る
ガ
ラ
ス
に
つ
い
て

つ
い
て
、
当
該
廃
棄
物
か
ら
ブ
ラ
ウ
ン
管
を
分
離
し
こ
れ
を
前

、
当
該
廃
棄
物
か
ら
ブ
ラ
ウ
ン
管
を
分
離
し
こ
れ
を
前
面
部
及

面
部
及
び
側
面
部
に
分
割
し
カ
レ
ッ
ト
と
す
る
こ
と
に
よ
り
ガ

び
側
面
部
に
分
割
し
カ
レ
ッ
ト
と
す
る
こ
と
に
よ
り
ガ
ラ
ス
若

ラ
ス
若
し
く
は
ガ
ラ
ス
製
品
の
原
材
料
を
得
る
方
法
又
は
当
該

し
く
は
ガ
ラ
ス
製
品
の
原
材
料
を
得
る
方
法
又
は
当
該
方
法
に

方
法
に
よ
り
得
ら
れ
る
量
と
同
程
度
以
上
の
量
の
ガ
ラ
ス
若
し

よ
り
得
ら
れ
る
量
と
同
程
度
以
上
の
量
の
ガ
ラ
ス
若
し
く
は
ガ

く
は
ガ
ラ
ス
製
品
の
原
材
料
を
得
る
方
法

ラ
ス
製
品
の
原
材
料
を
得
る
方
法

三

（
略
）

三

（
略
）

四

廃
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
信
機
の
う
ち
液
晶
式
の
も
の
（
電
源
と

（
新
設
）

し
て
一
次
電
池
又
は
蓄
電
池
を
使
用
し
な
い
も
の
に
限
り
、
建

築
物
に
組
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
を
除

く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
方
法

イ

蛍
光
管
の
う
ち
水
銀
又
は
そ
の
化
合
物
（
以
下
「
水
銀
等

」
と
い
う
。
）
を
含
む
も
の
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

破
砕
設
備
を
用
い
て
破
砕
す
る
と
と
も
に
、
破
砕
に
伴

(1)
っ
て
生
ず
る
汚
泥
又
は
ば
い
じ
ん
に
つ
い
て
も

又
は

(2)

(3)

の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
処
理
す
る
方
法

薬
剤
処
理
設
備
を
用
い
て
十
分
な
量
の
薬
剤
と
均
質
に

(2)
練
り
混
ぜ
、
水
銀
等
が
溶
出
し
な
い
よ
う
化
学
的
に
安
定

し
た
状
態
に
す
る
方
法

ば
い
焼
設
備
を
用
い
て
ば
い
焼
す
る
と
と
も
に
、
ば
い

(3)
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焼
に
よ
り
発
生
す
る
水
銀
ガ
ス
を
回
収
す
る
設
備
を
用
い

て
当
該
水
銀
ガ
ス
を
回
収
す
る
方
法

ロ

液
晶
パ
ネ
ル
の
う
ち
砒
素
又
は
そ
の
化
合
物
（
以
下
「
砒

ひ

素
等
」
と
い
う
。
）
を
含
む
も
の
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

溶
融
設
備
を
用
い
て
溶
融
し
た
上
で
固
化
す
る
と
と
も

(1)
に
、
溶
融
に
伴
っ
て
生
じ
る
汚
泥
又
は
ば
い
じ
ん
に
つ
い

て
も

又
は

の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
処
理
す
る
方

(3)

(4)

法
焼
成
設
備
を
用
い
て
焼
成
す
る
こ
と
に
よ
り
砒
素
等
が

(2)
溶
出
し
な
い
よ
う
に
化
学
的
に
安
定
し
た
状
態
に
す
る
と

と
も
に
、
焼
成
に
伴
っ
て
生
ず
る
汚
泥
又
は
ば
い
じ
ん
に

つ
い
て
も

又
は

の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
処
理
す

(3)

(4)

る
方
法

薬
剤
処
理
設
備
を
用
い
て
十
分
な
量
の
薬
剤
と
均
質
に

(3)
練
り
混
ぜ
、
砒
素
等
が
溶
出
し
な
い
よ
う
化
学
的
に
安
定

し
た
状
態
に
す
る
方
法

酸
そ
の
他
の
溶
媒
に
砒
素
等
を
溶
出
さ
せ
た
上
で
脱
水

(4)
処
理
を
行
う
と
と
も
に
、
当
該
溶
出
液
中
の
砒
素
等
を
沈

殿
さ
せ
、
当
該
沈
殿
物
及
び
脱
水
処
理
に
伴
っ
て
生
ず
る

汚
泥
に
つ
い
て
、
砒
素
等
が
溶
出
し
な
い
状
態
に
し
、
又

は
製
錬
工
程
に
お
い
て
砒
素
等
を
回
収
す
る
方
法

五

廃
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
、
廃
電
気
冷
蔵
庫
、
廃
電
気
冷

四

廃
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
、
廃
電
気
冷
蔵
庫
又
は
廃
電
気

凍
庫
、
廃
電
気
洗
濯
機
又
は
廃
衣
類
乾
燥
機
（
特
定
家
庭
用
機

冷
凍
庫
（
特
定
家
庭
用
機
器
一
般
廃
棄
物
又
は
特
定
家
庭
用
機

器
一
般
廃
棄
物
又
は
特
定
家
庭
用
機
器
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
も

器
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
含
ま
れ
る
特
定
物

の
に
限
る
。
）
に
含
ま
れ
る
特
定
物
質
の
規
制
等
に
よ
る
オ
ゾ

質
の
規
制
等
に
よ
る
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
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ン
層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
六
年
政
令
第
三
百

（
平
成
六
年
政
令
第
三
百
八
号
）
別
表
一
の
項
、
三
の
項
及
び

八
号
）
別
表
一
の
項
、
三
の
項
及
び
六
の
項
に
掲
げ
る
特
定
物

六
の
項
に
掲
げ
る
特
定
物
質
並
び
に
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進

質
並
び
に
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（

に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
一
年
政
令
第
百
四
十
三
号
）

平
成
十
一
年
政
令
第
百
四
十
三
号
）
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
ハ

第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
ハ
イ
ド
ロ
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
（
以
下

イ
ド
ロ
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
（
以
下
「
特
定
物
質
等
」
と
い
う

「
特
定
物
質
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
冷
媒
と
し
て
使
用
さ
れ

。
）
の
う
ち
冷
媒
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
を
発
散
し
な

て
い
た
も
の
を
発
散
し
な
い
よ
う
回
収
す
る
方
法

い
よ
う
回
収
す
る
方
法

六

（
略
）

五

（
略
）


